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二
、
沿
軍

昭
和
一
四
年
七
月
六
日
勅
令
第
四
四
五
号
を
も
っ
て
司
法
研
修
所
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
『
司
法
研
究
所
」
が
司
法
省
の
中

に
設
置
さ
れ
、
司
法
次
官
が
所
長
に
充
て
ら
れ
、
判
検
事
の
研
究
、
司
法
官
試
補
の
修
習
に
関
す
る

事
項
を
所
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
戦
時
中
は
事
実
上
磯
能
を
停
止
）
。

昭
和
二
一
年
二
一
月
一
八
日
戦
後
第
一
回
目
の
司
法
官
賦
補
爾
和
一
二
年
度
採
用
者
六
八
名
）
の
修
習
左
開
始
。

同
年
五
月
一
五
日
勅
令
第
二
六
九
号
に
よ
り
司
法
研
究
所
を
廃
し
、
新
た
に
司
法
省
に
「
司
法
研
修
所
」
が
設
置
さ
れ
、

新
発
足
の
司
法
研
修
所
は
、
従
来
司
法
研
究
所
所
管
の
事
務
を
承
継
す
る
外
更
に
裁
判
薪
謡
記
そ
の

他
司
法
部
内
職
員
の
研
修
に
関
す
る
事
務
も
所
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
一
三
年
一
率
月
一
二
日
新
渡
法
の
施
行
に
伴
い
、
裁
判
所
法
第
一
四
条
に
よ
っ
て
裁
判
官
て
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
の
研
修

と
司
法
修
習
生
の
修
習
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
た
め
、
現
在
の
司
法
研
修
所
が
最
高
裁
判
所
に

設
置
せ
ら
れ
た
。

同
年
一
○
月
一
四
日
初
代
司
法
研
修
所
長
前
沢
忠
成
就
任
。

同
年
一
二
月
一
日
港
区
芝
高
輸
南
町
旧
毛
利
候
邸
を
仮
庁
舎
と
し
て
第
一
期
司
法
修
習
生
の
一
部
七
四
名
に
つ
き
修
習

蕊
。

昭
認
三
年
・
六
月
三
○
日
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
地
元
行
政
裁
判
所
跡
に
一
部
竣
工
の
現
庁
舎
に
蓬
澪

同
年
七
月
一
六
日
従
来
司
法
省
所
管
の
「
司
法
研
究
」
に
関
す
る
砺
務
は
、
驫
衞
裁
判
所
発
足
と
と
も
に
一
時
最
涛
裁

判
所
事
務
総
局
総
務
局
が
承
継
し
た
が
本
年
度
よ
り
司
法
研
修
所
の
主
管
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

同
年
二
月
一
三
日
本
庁
舎
落
成
式
挙
行
屋
坪
七
九
○
坪
、
敷
地
二
ゞ
五
四
四
坪
）
。

昭
和
一
画
年
一
頁
二
○
日
文
京
区
指
ケ
谷
町
七
七
番
地
に
司
法
研
修
所
小
石
川
分
室
箒
宿
塞
の
中
心
建
物
素
部
及
び
中

塞
一
棟
竣
成
。
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司
法
研
修
所
は
、
《
一
エ
と
し
て
裁
判
官
及
び
司
法
修
習
生
の
入
籍
識
見
の
向
上
並
び
に
司
法
に
関
す
る
理
論
及
び
実
務
の
研
究
又
は

修
得
を
指
導
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
大
別
列
挙
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

当
時
修
習
中
の
第
一
期
司
法
修
習
生
は
仮
寄
宿
寮
羅
野
川
区
旧
陸
軍
第
一
造
兵
畷
建
惣
よ
り
移

転
。

同
年
五
月
一
五
日
第
一
期
司
法
修
習
生
屈
型
三
年
度
採
用
）
修
習
終
了
式
挙
行
。

昭
和
二
五
年
三
月
二
○
日
司
法
研
修
所
小
石
川
分
室
は
第
三
期
工
事
の
竣
工
に
よ
り
、
寮
棟
六
棟
蔽
寮
室
一
四
八
室
、
建
坪

延
一
。
、
一
八
九
坪
、
敷
地
三
一
三
一
坪
を
も
っ
て
完
成
。

同
年
三
月
一
三
日
第
二
期
司
法
修
習
生
（
昭
和
三
一
章
旋
採
恩
修
習
終
了
式
挙
行
。

同
年
四
月
一
五
日
鰻
高
裁
判
所
黙
記
官
研
修
所
設
置
に
伴
い
、
従
来
の
所
管
の
中
、
裁
判
所
密
記
官
の
研
修
に
関
す
る

事
項
を
同
研
修
所
に
移
管
。

同
年
五
月
八
日
新
た
に
「
識
判
官
特
別
研
究
』
を
所
管
、
そ
の
第
一
回
な
開
始
。

昭
型
実
年
三
月
一
五
日
裁
判
官
特
別
研
究
の
た
め
の
講
堂
等
増
築
（
建
坪
延
一
九
○
坪
）
。

同
年
三
且
三
日
第
三
期
司
法
修
習
生
砺
和
一
西
年
度
採
思
修
習
終
了
式
挙
行
。

昭
型
一
七
年
三
湯
一
三
日
第
四
斯
司
法
修
習
生
（
昭
劉
宝
年
度
採
思
修
習
終
了
式
挙
行
。

同
年
五
月
三
○
日
雛
爽
所
長
転
出
。

同
年
六
月
二
日
所
長
松
田
二
郎
就
任
。

同
年
一
二
月
一
日
創
立
五
周
年
記
念
式
挙
行
。

昭
和
一
天
年
四
月
六
日
第
五
期
司
法
修
習
生
（
昭
和
一
天
零
度
採
用
）
修
習
終
了
式
挙
行
。

三
、
業
務
の
大
要
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一
、
裁
判
官
の
研
修
、
研
究

Ｓ
判
事
補
研
修

。
簡
易
裁
判
所
判
事
研
修

㈲
裁
判
官
の
特
別
研
究

全
国
の
判
事
、
判
事
補
、
簡
易
裁
判
所
判
事
を
順
次
招
集
し
、
新
法
制
の
運
用
等
に
つ
き
研
究
討
論
す
る
。

脚
司
法
研
究

研
究
員
に
選
定
さ
れ
た
裁
判
官
が
与
え
ら
れ
た
研
究
題
目
に
つ
き
六
カ
月
間
研
究
し
、
そ
の
成
果
に
つ
堕
」
報
告
譜
を

提
出
す
る
。
研
究
鍾
帽
は
主
に
法
律
実
務
に
関
連
あ
る
も
の
が
選
ば
れ
る
。
研
究
報
告
書
は
印
刷
の
う
え
全
国
の
裁
判
官

等
の
実
務
上
の
参
考
に
供
せ
ら
れ
る
。

二
、
司
法
修
習
生
の
修
習

司
法
研
修
所
の
最
も
重
大
な
任
務
は
、
こ
の
司
法
修
習
生
の
修
習
指
導
で
あ
↓
勺
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
鋭
明

す
る
。

い

サ

I
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こ
の
制
度
は
、
昭
和
二
十
二
年
裁
判
所
法
に
よ
っ
て
新
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
身
は
旧
憲
法
の
下
に
お
け
る
裁
判

所
構
成
法
に
基
く
司
法
官
試
補
制
度
で
あ
る
。
従
来
行
わ
れ
て
き
た
司
法
官
蔵
補
制
度
は
判
事
、
検
砺
と
な
る
者
の
養
成
を
目
的
と

し
、
弁
謹
士
に
つ
い
て
は
別
に
弁
謹
士
賦
補
制
度
が
存
在
し
た
が
（
い
ず
れ
も
修
習
期
間
は
一
年
六
月
）
、
新
窟
法
の
も
と
法
曹
一
元

化
の
要
請
に
応
え
て
裁
判
官
、
検
察
質
弁
護
士
の
い
ず
れ
を
志
望
す
る
に
せ
よ
列
司
法
修
習
生
と
し
て
少
く
と
も
二
年
間
司
法
研

修
所
長
の
統
轄
の
も
と
に
修
習
差
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
司
法
修
習
生
制
度
発
足
と
と
も
に
従
来
行
わ
れ

て
い
た
高
等
試
験
司
法
科
試
験
は
廃
止
さ
れ
、
新
し
い
構
想
の
も
と
に
司
法
議
験
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

司
法
修
雷
生
は
、
司
法
試
験
（
従
来
の
高
等
賦
験
司
法
科
試
験
合
格
者
は
司
法
賦
験
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
Ｉ
司
法

試
験
法
一
七
燦
五
項
）
の
合
格
者
の
中
か
ら
鰻
高
裁
判
所
が
命
ず
ろ
（
裁
判
所
法
六
大
條
）
。
例
年
二
百
数
十
名
乃
至
三
百
名
程
度

採
用
さ
れ
て
い
る
。
採
用
選
考
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
八
年
度
採
用
選
考
の
公
告
（
三
二
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

司
法
修
習
生
の
修
習
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
一
三
年
簸
高
裁
判
所
規
則
第
一
五
号
）
に
詳
細
規
定
さ

れ
て
い
る
蕊
修
習
の
眼
目
は
高
い
識
見
と
田
満
な
常
識
を
養
い
、
法
律
に
関
す
る
理
論
と
実
務
を
身
に
つ
け
、
裁
判
官
、
検
察
官

又
は
弁
謹
士
に
ふ
さ
わ
し
い
品
位
と
能
力
を
備
え
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
（
同
規
則
四
傑
竜

修
習
期
間
は
少
く
と
も
二
年
と
定
め
ら
れ
（
裁
判
所
法
六
七
際
一
項
）
、
そ
の
中
少
く
と
も
八
箇
月
は
裁
判
所
で
、
四
箇
月
は
検
察

・
五

第
二
司
法
修
習
生
の
制
度

二
、
修
習

一
、
採
用

f

く
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司
法
研
修
所
に
帰
っ
て
か
ら
の
後
鰯
修
習
侭
美
務
修
習
庁
（
会
）
に
お
け
る
修
習
雪
終
え
た
者
が
考
試
に
臨
む
前
に
行
う
裟

理
、
且
つ
訟
総
仕
上
げ
的
な
も
の
で
あ
る
。

司
法
研
修
所
に
お
い
て
は
、
司
法
修
習
生
は
前
期
後
期
と
も
約
五
十
名
・
つ
つ
五
籾
に
分
れ
、
民
事
、
刑
事
、
検
察
、
民
事
弁
護
、

刑
事
弁
護
各
担
当
の
教
官
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
修
習
す
る
。
教
官
は
現
在
所
長
の
ほ
か
各
科
に
つ
き
五
名
宛
合
計
二
十
五
名
で
あ

を
知
り
、
実
際
奉

習
が
行
わ
れ
る
。

修
習
は
例
年
大
体
四
月
か
ら
始
め
ら
れ
る
が
、
司
法
研
修
所
の
前
期
修
習
は
通
例
四
月
か
ら
七
月
迄
の
四
箇
月
で
、
実
務
修
習
に

入
る
た
め
の
入
門
的
準
備
的
な
も
の
と
し
一
』
行
わ
れ
る
。
先
ず
裁
判
所
、
検
察
庁
、
弁
謹
士
会
の
機
衛
、
任
務
な
ど
か
ら
教
え
ら
れ
、

民
事
の
科
目
を
例
に
と
れ
嘩
訴
の
提
起
よ
り
判
決
に
至
る
迄
の
手
続
の
振
念
を
与
え
．
訴
訟
記
録
を
教
材
と
し
て
印
刷
し
た
修
習

記
録
に
よ
っ
て
そ
の
取
扱
方
及
び
事
件
の
処
騨
判
断
に
つ
き
指
導
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
法
律
問
題
、
証
言
の
信
惑
力
等
に
つ

い
て
討
論
が
行
わ
れ
、
記
録
に
つ
い
て
判
決
文
等
の
起
案
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
教
官
の
講
評
が
加
え
ら
れ
る
。
勿
論
そ
の
間

判
例
及
び
法
学
理
論
に
つ
い
て
の
諦
篝
研
究
や
法
律
実
務
家
と
し
て
必
要
な
諸
々
の
補
助
科
学
の
研
究
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
一
般

教
養
の
科
目
も
日
程
に
組
ま
れ
る
。

実
務
修
習
は
司
法
研
修
所
長
の
委
託
に
よ
り
地
方
裁
判
所
、
地
方
検
察
庁
又
は
弁
謹
士
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
司
法
研
修
所
長

は
右
の
裁
判
所
又
は
検
察
庁
に
お
け
る
実
務
修
習
を
高
筆
裁
判
所
又
は
高
等
検
察
庁
に
委
託
し
て
行
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
実
務
修
習
は
い
う
童
で
も
な
く
、
生
き
た
事
件
に
即
し
た
修
習
で
あ
っ
て
、
裁
判
長
の
訴
訟
指
揮
、
検
察
官
の
取
調
、
訴
訟
代
理

人
の
証
人
尋
問
等
を
実
地
に
見
聞
し
、
事
件
担
当
の
判
検
事
弁
謹
士
の
直
接
指
導
の
も
と
に
事
案
認
定
を
学
び
、
心
証
形
成
の
過
程

を
知
り
、
実
際
事
件
の
判
決
そ
の
他
の
起
案
に
つ
い
て
も
修
雪
す
る
。
又
こ
の
潮
間
に
家
庭
裁
判
所
の
実
務
に
つ
い
て
も
若
干
の
修

六

庁
で
、
四
箇
月
は
弁
護
士
会
で
実
務
の
修
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
時
期
及
び
実
務
修
習
庁
（
含
は
司
法
研
修
所
長

が
定
め
る
同
規
則
五
膝
）
。
残
余
の
八
箇
月
は
現
在
こ
れ
を
前
期
後
期
に
二
分
し
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
修
習
が
行
わ
れ
て
い

る
｡

０
１

ｌの
ｑ

Ｏ
ｒ
Ｕ
。

Ｊ
１



土
日
私
，
申

一
心
凸
。
．
凸
守
口
や
ｒ
ｗ

－
川
司
舘
・
．
・
臼
』
・
》
〃
ｊ
・
’

一
曙
‘
‐
鉄
●
，
。
‘
、
．
“
Ｐ
↑
↓

・

・

ｒ

・

叫

凸

Ｆ

Ｑ

日

＆

・

凸

叩

毎

■

一

と

罰

十

６

薪
咄
銚
哩
一
‐
叫
上
・
・
一
ぺ
．

蝿
準
・
圏
》
・
《
》

評
却
●
旱
一
幸
《
。
」
‐
・
↑
二
・

今

咽

■

・
■
Ｆ

０
Ｌ
．
。
＆
日
や
凸
邑
句

も
や
匂
。
？
△

Ｆ
ｂ
ｊ
町
ｅ
ｆ

子
マ
Ｌ
Ｆ
ロ
ロ
凸
俳
。
や

幹
ず
為
毛
。
』
◇
‐
ｐ
Ｌ
”

だ

．

．

・

↓

．

、

・

‐

９

申

①

Ｔ
Ｊ
ｐ
学
‐
一

一羽白滝
卓も
■ .

~

１口↑４凸■■守令”◇『旬Ｊ『ｑ６▽ｇｏｆｊｊ伊ＯＧ・ＤＬ■９句らｆＢ９■守ら■Ｐｒｏｇ■す７画ｐ６Ｐｂ◆』■・け●１９

｜
’
1

ひ

け’

’
1

1
1

｜
｜
｜

｜

●

I

｜
: ｜
｣ 1
1

I

＊

: ｜
， リ

イ I
& I

'

’’

1
々

p

b

li
I | ,
I l l

‐

，

０

１

，

り

‐

８

？

Ｉ

‐

８

０

１

‐

、

、

ｌ

・

Ⅱ

心

一

琿

一

郵

一

↓

扣

恥

４

．

，

稗

。

■

一

画

巴

ロ

ｅ

ロ

マ

』

。

ぐ

り

，

，

迦

添

一

耐

岬

超

一

へ

β

７

Ｆ

ひ

け

↓

、

８

。

り

鱈

民

事

及

び

刑

事

裁

判

の

教

官

は

判

事

、

検

察

の

教

官

抵

検

蕊

弁

護

の

教

官

は

弁

護

士

で

あ

る

。

司
法
研
修
所
と
実
務
修
習
庁
（
会
）
と
は
常
に
緊
密
な
連
絡
が
と
ら
れ
る
が
、
更
に
毎
年
少
く
と
も
一
回
各
現
地
の
指
導
担
当
の

裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
融
士
を
招
集
し
て
司
法
研
修
所
に
お
い
て
修
習
指
導
に
関
す
る
協
議
会
が
行
わ
れ
る
（
同
規
則
九
條
）
。

司
法
修
習
生
は
、
修
習
期
間
中
国
庫
か
ら
一
定
額
（
現
在
月
額
一
○
、
一
宝
○
巴
の
給
与
を
受
け
る
外
、
勤
務
地
手
当
、
家
族

手
当
等
が
支
給
さ
れ
、
且
つ
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
を
も
受
け
る
。
又
赴
任
、
出
張
の
旅
費
に
つ
い
て
も
公
務
員
に
準
ず

そ
の
反
面
司
法
修
習
生
嶢
最
高
裁
判
所
の
許
可
な
く
し
頁
公
務
負
と
な
り
、
又
は
他
の
職
業
に
就
き
、
若
し
く
は
財
産
上
の

利
益
裳
目
的
と
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
規
則
二
篠
）
。
又
修
習
に
あ
た
っ
て
知
っ
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い

る
取
扱
を
受
け
る
。

（
同
規
則
三
條
）
。

司
法
修
習
生
は
、
修
習
期
間
中
司
法
研
修
所
長
の
監
督
に
服
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
実
務
修
習
の
間
は
そ
の
高
等
裁
判
所

長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
塞
長
、
検
事
正
又
は
弁
護
士
会
長
の
監
橿
を
も
受
け
る
（
同
規
則
八
篠
）
。

司
法
修
習
生
の
行
状
が
品
位
逓
辱
め
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
所
定
の
罷
免
事
由
が
あ
る

と
き
は
、
媛
高
裁
判
所
は
そ
の
司
法
修
習
生
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
裁
判
所
法
六
八
陳
、
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
一
七

と
き
は
、

襟
以
下
）
。

四
、
考
試

司
法
修
習
生
は
、
少
く
と
も
一
豪
間
修
習
を
し
た
の
ち
最
高
裁
判
所
長
官
を
委
員
長
と
す
る
司
法
修
贄
生
考
試
委
員
会
に
よ
る
試

験
を
受
け
ろ
。
考
賦
は
例
年
鉦
記
と
口
述
を
以
て
主
と
し
て
裁
判
、
検
察
、
弁
談
の
実
務
に
つ
．
い
て
行
わ
れ
、
合
格
不
合
格
は
司
法

七

三
、
総
与
、
監
督
‘

し
め
も

‘

↓

ｑ

Ｉ

４

‘

ｆ

叩

９
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’

研
修
所
長
の
報
告
す
る
修
習
成
績
と
考
試
の
結
果
と
に
よ
っ
て
決
這
さ
れ
る
。

補
、
検
事
、
弁
護
士
と
な
る
資
鐇
を
得
る
釜
判
所
華
一
名
條
一
項
、
司
澆

Ⅸ

八

れ
る
。
こ
れ
に
今
易
殖
し
て
は
じ
め
て
修
習
を
綴
え
、
判
事

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
二
一
條
乃
至
二
〈
條
）
。

〆
▽
４
１

I
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凸
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四
月
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月

一

月

十
一
両
〃

十
一
Ｈ
刀

‐卜

月
九

月 ．
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月
六
月’七月 五
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四
月 月
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一

月

十
二
脚
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一
向
幻

十
月
九
月
八
月
七
月
六
月
五
月
四
月 月

習修務実るけおに庁察検

指
導
拠
当
者
協
雛
会
〔
Ⅲ
〕

指
導
抵
当
者
協
議
会
〔
工
〕

一
》
》
偶
岬
岬
》
鋤
》
》
織
峰
榊
一

司
法
研

庁
倉
ご

法
研
修

針
等
に

是
は
揃
導
招
災
協
議

’
す

へ
司
法
修
習
生
は
修
習
の

一
趣
唖
輝
雑
鍛
雌
地
弛
洞

一
錨
確
密
榊
錘
捗
率
幟
斫

全
掘
仙
を

法
研
修
所

．
な
お
実

（
会
）
の

。

１
，
寸

一
修
蝿
》

一
義
の
学
並
び
見

修学び理、裁目
得講に諭刑判
・演揃と鞭、

民
事
弁
謹
、
刑
班

弁
護
、
倹
淡
に
側

実
務
の
修
習
、
法

助
科
学
の
研
究
及

零
に
よ
る
一
般
数

髄
考
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Ｃ
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四
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台
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二
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一
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五
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九
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｜
認
匪
隼

昭
二
三

採
用
ロ

昭
二
四

採
用
閏

昭
二
五

採
用
㈲

昭
二
六

採
用
㈲

昭
ニ
モ

採
用
縄

昭
二
八

採
用
㈲

四
九
三 八
一
一

一

四 四

一
一
一
〈 三

一
一
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一
一
一
一
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七
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七
七
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一
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四
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七
、
司
法
修
習
生
出
身
学
控
別
並
び
に
年
令
統
計
表

仏

'一|そ法

一
一
一’
’
’

一
ハ
ー

そ|法|胸|同|熊
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学 ’

北|鳳|” 明最
年
少
一

昭
和
二
八
年

ﾛ

推
の ｜山1 1北 校

名沓
楕
者
一
八

’
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一
Ⅲ
１
コ
副
ゴ
ー

一

○

竿|空|空|さ主ビ

１
１

二'二二I
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歳
一
歳 三目里|茜

耐
睡
Ｉ
塵
■
■
一
隅
■
■
■
一
■
■
両
目
閾
■

1

歳一二少年最一

平
均
年
臘
一
二
六
表

般
年
少
一
二
○
裳

股
年
長

一

一
一

’
一
一

一
一
一

i
壱
｝
趣
”

噂
門
部



１
１

■
” ’

顔
一
期
（
噸
二
二
、
採
用
）

第
二
期
（
鴫
二
三
、
採
用
）

第
三
期
（
昭
二
四
、
採
用
）

第
四
期
（
昭
二
五
、
採
用
）

第
五
期
（
昭
二
六
、
採
用
）

計

病
気
そ
の
他
に
よ
る
未
修
了

者昭
二
七
、
採
用
（
第
六
期
）

昭
二
八
、
採
用
（
第
七
期
）ｌ

総
計

八
、
司
法
悠
習
生
及
び
卒
業
者
数
一
覧
表

8

人
員

１
１

判
事
補
一
検
事
一
弁
誕
士
一
そ
の
他

修
現
在
修
習
中

（
昭
和
二
九
年
四
月
修
了
予
定
）

″

（
昭
和
三
○
年
四
月
修
了
予
定
）

了

一
二
一
一
一
一
一
）
一

狸
墾
）
一

後

の

一

八

区
分川 ﾛ

二－ﾛ■■■－－

括
弧
内
は
女
子
の
内
数

修
了
直
後
の
数
に
よ
る

一
一 備

考



’

を
補
す
る
。
司
法
研
修
所
長
は
、
最
高

藍
指
揮
監
督
す
る
。

第
六
十
六
燦
（
採
思
司
法
修
習
生
は
、

前
項
の
該
験
に
関
す
る
事
項
は
、
別

第
六
十
七
像
（
修
習
、
試
験
）
司
法
修
習

習
溌
終
え
る
。

試
験
）
司
法
修
習

第
十
四
條
（
司
法
研
修
所
）
裁
判
官
そ
の

り
扱
わ
せ
る
た
め
、
鰻
高
裁
判
所
に
司

第
五
十
五
條
（
司
法
研
修
所
教
官
）
最
高

司
法
研
修
所
教
官
は
＄
上
司
の
娼
飯

上
司
の
指
揮

第
五
十
六
條
（
司
法
研
修
所
長
）
壌
高
裁
判判

第
三
司
法
研
修
所
関
係
法
規

一
、
裁
判
所
法
抜
拳
銃
和
一
緯
一
罐
謂
越
ハ
覗
誼

改
正
改
正

生
は
、

を
受
け
で
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
研
究
、
修
筵
及
び
修
習
の
指
導
を
準
る
。

司
法
試
験
に
合
格
し
た
者
の
中
か
ら
、
濃
高
裁
判
所
が
』
」
れ
を
命
ず
る
唇

所
に
司
法
研
修
所
長
を
銀
き
‐
司
法
研
修
所
教
官
の
中
か
ら
、
鍛
商
裁
判
所
が
、
こ
れ

裁
判
所
長
官
の
監
鶴
を
受
け
て
、
司
法
研
修
所
の
事
務
を
掌
理
し
、
司
法
研
修
所
の
職
員

癖
榊
一
二
一
塞
一
、
毒
一
一
吋
謡
、
鐸
弐
六
唾

昭
和
二
四
法
一
三
六
、
法
一
七
七

昭
和
二
五
法
九
六
爺
法
二
八
七

昭
和
二
六
法
五
九
、
法
二
九
八

他
の
裁
判
所
の
職
員
の
研
究
及
び
修
蕊
並
び
に
司
法
修
習
生
の
修
習
に
関
す
る
事
務
を
取

法
研
修
所
を
置
く
。

裁
判
所
に
司
法
研
修
所
教
官
を
霞
く
。

に
法
律
で
こ
れ
を
定
あ
る
。

少
く
と
も
二
年
間
修
習
を
し
た
後
試
験
に
合
鶴
し
た
と
き
は
、
司
法
修
習
生
の
修

一
一
一

’
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己
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季
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．
ご
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f

I

６

■
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ゆ

ゅ

ｏ

ｆ

ｄ

０

ｒ

ｌ

８

０

ｒ

、

４
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▽

す
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昔

‐

ｆ

‐

ｐ

”

０

ｂ

Ｐ

ｂ

も

卜

ｒ 司
法
修
習
生
は
、
そ
の
修
習
期
間
中
、
国
庫
か
ら
一
定
額
の
給
与
を
受
け
る
。

第
一
項
の
修
習
及
び
試
験
に
関
す
る
事
項
は
、
鰻
高
裁
判
所
が
こ
れ
左
定
め
る
。

第
六
十
八
際
（
罷
免
）
最
高
裁
判
所
は
、
司
法
修
習
生
の
行
状
が
そ
の
品
位
を
辱
め
る
も
の
と
認
め
る
と
き
そ
の
池
司
法
修
習
生
に

つ
い
て
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
司
法
修
雪
生
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
司
法
研
修
所
規
則
鋺
蜘
輝
雑
罪
癖
恥
一
蒲
靖
琉
誼

改
正
一
三
（
規
二
五
）
二
四
（
規
一
五
）
二
五
（
規
一
三
）
二
六
（
規
三
二
七
（
規
九
）

第
一
條
司
法
研
修
所
に
別
に
最
高
裁
判
所
規
程
で
定
め
る
負
数
の
職
員
を
置
く
。

第
二
條
司
法
研
修
所
に
、
参
与
若
干
人
を
置
く
。

参
与
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
中
か
ら
、
最
高
裁
判
所
澪
と
れ
を
委
嘱
す
る
。

参
与
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
諮
問
に
答
え
、
又
は
重
要
な
事
項
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
る
。

第
三
條
最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
時
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
に
司
法
研
修
所

教
官
の
事
務
の
一
部
を
癌
託
す
る
。

第
三
條
の
二
司
法
研
修
所
の
庶
務
を
挙
ら
せ
る
た
め
、
司
法
研
修
所
に
事
務
局
を
置
く
。

司
法
研
修
所
に
事
務
局
長
を
鐙
き
、
裁
判
所
率
務
官
の
中
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
補
す
る
。

司
法
研
修
所
事
務
局
長
は
、
司
法
研
修
所
長
の
命
を
受
け
て
、
事
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
事
務
局
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

司
法
研
修
所
事
務
局
に
そ
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
課
を
震
き
、
各
課
に
課
長
を
置
く
。

課
長
は
心
裁
判
所
事
務
官
を
以
て
充
て
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
課
の
事
務
を
蕊
理
す
る
。

第
四
條
最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
司
法
研
修
所
の
支
部
を
設
け
る
。

3

毘
写
寺
▽

一
一
一
一
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I

第
三
都
裁
判
所
事
務
官
鰯
家
事
調
査
官
、
家
事
調
一

前
條
第
三
号
の
研
修
は
、
講
演
又
は
資
料
の
配
布
↓

第
四
係
第
二
條
第
二
号
並
に
第
声
部
及
び
第
三
部
２

の
寵
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。

前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
、
研
修
に
関
し
必
》

裁
判
所
事
務
官
鰯
家
事
調
査
官
、
家
事
調
査

研
修
に
関
し
必
要

改
正
二
四
（
鶴
三
一
）
一
一
五
（
規
六
）
二
六
（
規
三
）

第
一
條
司
法
研
修
所
は
、
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員
（
裁
判
所
雷
記
官
及
び
裁
判
所
書
記
官
橋
を
除
く
．
－
）
及
び
司
法
修
習
生

の
人
嬢
識
見
の
向
上
並
び
に
司
法
に
関
す
る
理
論
及
び
実
務
の
研
究
又
は
修
得
を
指
導
す
る
。

第
二
條
司
法
研
修
所
の
研
修
は
、
左
の
各
号
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
三
條
前
傑
第
一
号
の
研
修
の

第
一
部
簡
易
裁
判
所
判
事
及

第
二
部
司
法
修
習
生
の
修
習

前
傑
第
一
号
の
研
修
の

第
二
擁
司
法
研
修
所
の
職
員
の
員
数
は
、
七
十
三
人
と
す
る
。

三二一

合
同
研
修

個
別
研
修

そ
の
他
の
研
修

官
補
働
少
年
調
蕊
宮
及
び
少
年
謂
査
宮
補
の
研
修

第
三
号
の
研
修
は
、
講
演
又
は
資
料
の
配
布
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
二
條
第
二
号
並
に
第
一
・
部
及
び
第
三
部
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
研
修
の
期
間
、
場
所
及
び
研
修
に
参
加
す
る
者
そ
の
他

組
織
蜜
左
の
三
部
に
分
け
る
。

簡
易
裁
判
所
判
事
及
び
判
事
補
の
研
修

四
、
司
法
研
修
所
規
程
愈
銅
鑪
維
群
鉱
翔
鑑
桐
薙
迩

三
、
最
高
裁
判
所
璽
務
総
局
等
職
員
定
員
規
濯
驚
繍
鯉
癖
鑪
認
鯉
軒
一
媚
轄
）

ｔ

も

▲
■
■
、
■
皇
■
Ｐ
①

▲
６
９
‐
Ｉ
ｆ
■
ｂ
ロ
ｈ
Ｑ
‐
！
△
ｑ
？
“
●
０
も
▽
。
■
■
■
１
“
■
９
ｊ
９
ｆ
‐
●
■
Ｕ
■
ｇ
ｂ
Ｇ
■
■
ｑ
ｂ
Ｉ
ｒ
９
ｆ
や

６
ｆ
ｏ
７
ｄ
Ｐ
０
凸
ｌ

１
６

今
も

な
瑛
項
は
心
司
法
研
修
所
長
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。
但
し
、
研
修
の
企
画

》

一

四

』

中
０
１
０
■
ｉ
ｆ
１
Ｅ
Ｕ
〃
０ ー

ｌ
ｊ
Ｌ
Ｂ
Ｕ

１
１
‐

ザ
１
６
４
０
‐
’
ひ
０
Ｊ
Ⅱ
ｆ
１
卜
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そ
の
他
の
麓
要
な
事
項
を
定
め
る
に
は
、
教
官
会
議
の
識
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
官
会
譲
は
、
司
法
研
修
所
教
官
で
こ
れ
を
組
織
し
、
司
法
研
修
所
長
が
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
司
法
研
修
所
規
則
第
三
條
の
規
定
に
よ
り
霧
託
を
受
た
も
の
を
教
官
会
議
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
條
司
法
研
修
所
長
は
、
研
修
を
終
え
た
者
に
研
修
の
結
果
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
第
一
部
及
び
第
三
部
の
研
修
を
終
え
た
者
の
氏
名
及
び
研
修
の
結
果
を
鍛
高
裁
判
所
長
官
に
報
告
す
る
。

司
法
研
修
所
長
が
、
前
項
の
報
告
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
官
会
議
の
談
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
係
司
法
研
修
所
長
は
、
研
修
の
目
的
を
達
す
る
為
に
必
要
な
謂
蚕
叉
は
研
究
を
適
当
な
も
の
に
委
騒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
曜
し
た
調
査
又
は
研
究
の
結
果
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
報
告
す
る
。

第
七
條
司
法
研
修
所
長
は
、
毎
年
三
月
末
ま
で
に
、
翌
年
度
の
研
修
計
画
の
大
調
を
定
め
、
こ
れ
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
條
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
、
司
法
研
修
所
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
司
法
研
催
所
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

五
、
司
法
研
修
所
塞
務
局
分
課
規
程
（
鑑
緬
塞
紺
認
鑑
識
鋪
短
辞
嘘
読
）

第
一
係
司
法
研
修
所
事
務
局
に
左
の
蝶
を
掻
く
。

総
務
課

企
画
課

資
料
課

第
二
糠
鵜
務
繰
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
繍

一
会
議
及
び
会
同
に
関
す
る
事
項

二
機
饗
に
関
す
る
事
項

『

６

．

口

．

ｎ

Ｉ

０

■

堅3

J

＃
土、

一

五



I

一
つ
一
〈

三
宮
印
の
管
守
並
び
に
文
雷
の
接
受
、
発
送
及
び
溌
溌
並
び
に
公
文
窪
類
の
編
さ
ん
及
び
保
管
に
関
す
る
事
項

四
司
法
修
習
生
及
び
研
修
員
の
招
集
に
関
す
る
事
項

五
修
習
及
び
研
修
の
日
程
の
実
施
に
関
す
る
事
項

六
司
法
修
習
生
及
び
研
修
員
の
宿
舎
の
運
営
に
関
す
る
事
項

七
他
の
課
に
属
し
な
い
事
項

第
三
擁
企
画
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
修
習
及
び
研
修
の
企
画
立
案
に
関
す
る
事
須

二
修
習
及
び
研
修
の
日
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

三
修
習
及
び
研
修
の
制
礎
及
び
実
態
の
調
査
に
関
す
る
事
項

四
修
習
及
び
研
修
の
結
果
の
報
告
に
関
す
る
事
項

第
四
擬
資
料
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
託
つ
か
さ
ど
る
。

一
修
習
及
び
研
修
に
必
要
な
澄
斜
の
し
ゆ
う
集
、
編
さ
ん
、
整
備
及
び
配
布
に
関
す
る
事
項

二
教
材
及
び
諏
義
案
の
編
さ
ん
、
整
備
及
び
配
布
に
関
す
る
事
項

三
司
法
研
究
に
関
す
る
事
項

四
司
法
研
修
所
報
の
刊
行
に
関
す
る
蕊
項

五
図
脅
の
鯛
入
、
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項

第
五
像
事
務
局
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
一
の
課
に
属
す
る
郵
務
裳
適
宜
他
の
課
に
お
い
て
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

ｐ
Ｊ
６
Ｅ
１

I

I
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前
項
の
実
務
修
習
の
時
期
及
び
場
所
は
、
司
法
研
修
所
長
が
、
こ
れ
左
定
め
る
。

第
六
燦
司
法
修
習
生
が
病
気
そ
の
他
の
正
当
な
郵
由
に
よ
っ
て
修
習
し
な
か
っ
た
九
十
日
以
内
の
期
間
は
、

間
と
象
な
す
。

第
八
擁
最
高
裁
判
所
は
、
実
務
修
習
の
間
、
司
法
修
習
生
に
対
す
る
監
督
を
高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検

●

第
七
條
雲
蕗
修
習
は
、
司
法
研
修
所
長
が
、
地
方
裁
判
所
、
地
方
検
察
庁
又
は
弁
議
士
会
に
委
託
し
て
、
こ
れ
藍
行
わ
し
め
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
前
項
の
実
務
修
習
を
高
等
裁
判
所
種
は
高
等
検
察
庁
に
委
託
し
て
行
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
第
一
項
の
規
走
に
よ
り
弁
談
士
会
唯
実
務
修
習
藍
委
託
す
る
場
合
に
は
、
日
本
弁
謹
士
連
合
会
に
そ
の
旨

の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
條
司
法
修
習
生
は
、
修
習
期
間
の
中
、

務
を
修
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
條
司
法
修
習
生
の
修
習
に
つ
い
て
は
、
高
い
識
見
と
囚
溝
な
霞
誌
を
錘
い
、
法
律
に
関
す
為
理
論
と
実
務
を
身
に
つ
け
、
裁

判
官
、
検
察
官
又
は
弁
謹
士
に
ふ
さ
わ
し
い
品
位
と
能
力
を
備
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
條
司
法
修
習
生
は
、
修
習
期
間
の
中
、
少
く
と
も
八
箇
月
は
裁
判
所
で
、
四
箇
月
は
検
察
庁
で
、
四
箇
月
は
弁
謹
士
会
で
実

第
一
條
司
法
研
修
所
長
は
、
修
習
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
修
習
に
関
し
て
は
、
司
法
修
習
生
を
統
轄
す
る
。

第
二
條
司
法
修
習
生
ほ
愈
娠
商
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
公
務
員
と
な
り
、
又
は
他
の
職
業
に
就
き
、
若
し
く
は
財
産

上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
條
司
法
修
習
生
は
、
修
習
に
あ
た
ヨ
」
知
っ
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
章
修

第
一
章
稔

六
、
爾
溝
修
習
鐘
に
関
す
番
観
劇
翰
燕
鋳
毅
篭
迩

や

習 則

Ｊ
ｆ
蛾
祁
●
令

ー

七 こ
れ
を
修
習
し
た
期

◆

で

I
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第
三
章
考
試

第
十
二
條
裁
判
所
法
第
六
十
七
傑
第
一
項
の
試
験
菱
行
う
た
め
、

第
十
一
燦
‐
司
法
研
修
所
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
修
習
に
関
し
て
必
要
な
率
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

商
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
及
び
弁
謹
士
会
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
又
は
司
法
研
修
所

が
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
の
外
、
そ
れ
ぞ
れ
各
庁
又
は
各
会
に
お
け
る
修
習
に
関
し
て
必
要
な
班
項
を
定
め
る
こ
と

第
十
篠
実
務
修
習
の
委
託
を
受
け
た
高
等
裁
判
所
の
長
官
、
地
方
裁
判
所
の
所
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
長
Ｄ
地
方
検
察
庁
の
検

事
正
及
び
弁
護
士
会
の
会
長
噂
笑
務
修
習
を
終
え
た
畷
修
習
事
項
の
大
要
も
成
綬
、
行
状
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
司
法

研
修
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
正
又
は
弁
護
士
会
長
に
委
託
す
る
。
．

第
九
襟
実
務
修
習
の
委
託
を
受
け
た
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
及
び
弁
謹
士
会
は
、
常
に
司
法

研
修
所
と
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
、
適
当
な
修
習
を
さ
せ
る
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

司
法
研
修
所
は
、
高
等
裁
判
両
地
方
裁
判
所
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
及
び
弁
護
士
会
の
修
習
の
担
当
者
を
召
集
し
て
、

修
習
に
関
し
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
膝
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
識
を
行
う
場
合
に
準
用
す
る
。

う
。
）
菱
常
置
す
る
。

法
研
修
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
で
き
る
。

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
若
干
名
で
こ
れ
を
粗
議
し
、
餐
員
長
が
そ
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

委
員
長
傭
最
高
裁
判
所
長
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
、
委
員
鍵
裁
判
官
、
検
察
官
、
司
法
研
修
所
教
官
、
弁
謹
士
そ
の
他
適

口

高
等
裁
判
所
長
頁
地
方
裁
判
所
長
、
検
率
長
、
検
事
正
及
び
弁
謹
士
会
長
は
、
前
項
の
事
項
藍
定
め
た
と
き
峰
こ
れ
を
司

亀

］

が

。

－

０

’

叩

抑

↓

・

ｕ

１

ｆ

？

‐

一

。
■
、

最
高
裁
判
所
に
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
（
以
下
委
員
会
と
い

l
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三
破
産
者
で
復
巌
を
得
な
い
者

第
十
八
傑
最
商
栽
判
所
は
、
司
法
修
習
生

一
品
位
を
岸
め
る
行
状
が
あ
っ
た
と
き

二
修
習
の
態
度
が
著
し
く
不
真
面
目
な

三
成
績
不
良
で
修
習
の
見
込
み
が
な
い

四
病
気
の
た
め
修
習
に
堪
え
な
い
と
き

五
本
人
か
ら
願
出
が
あ
っ
た
と
き

修
習
の
態
度
が
著
し
く
不
真
面
目
な

司
法
修
習
生

篭
十
七
條
司
法
修
習
生
が
左
の
各
号
の
一
に
当
る
者
は
、
こ
れ
を
罷
免
す
る
。

一
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

一
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

第
十
六
朧
委
員
会
は
、
司
法
研
修
所
長
が
報
告
し
た
修
習
成
護
と
考
試
の
繪
果
に
よ
っ
て
、
合
絡
。
不
合
籍
を
定
め
、
委
員
長
は
心

こ
れ
を
綬
高
裁
判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
條
委
員
会
は
、
裁
判
、
検
察
及
び
弁
譲
士
事
務
の
実
務
そ
の
他
必
要
な
蕊
項
に
つ
い
て
考
試
を
行
う
。

第
十
三
條
司
法
研
修
所
長
は
、
考
試
の
前
に
、
修
習
の
成
績

前
項
の
報
告
に
は
、
第
十
係
に
よ
り
高
等
裁
判
所
長
官
虻

実
務
修
習
に
関
す
る
報
告
密
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
は
、
考
議
の
前
に
、
修
習
の
成
績
を

第
十
五
擁
考
試
の
方
法
及
び
期
間
は
、
委
員
会
が
こ
れ
を
定
め
る
。

二
禁
治
産
者
又
は
準
禁
治
産
者

当
な
者
の
中
か
ら
、
鰻
高
裁
判
所
が
、
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

委
員
会
に
識
記
を
置
く
．

』

と
き

成
績
不
良
で
修
習
の
見
込
み
が
な
い
と
き

病
気
の
た
め
修
習
に
堪
え
な
い
と
き

第
四
童
罷
免

1

グ
ワ

委
員
会
に
裁
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
係
に
よ
り
高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検
事
正
及
び
弁
護
士
会
長
の
提
出
し
た

に
左
の
車
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

’

こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
住
所
に
関
す
る
届
出
）

第
三
擁
司
法
修
習
生
は
、
入
所
し
た
後
直
垂
っ
に
、
そ
の
住
所
を
司
法
野
修
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
き
も
、
同
機
で
あ
る
。

第
二
條
司
法
修
習
生
は
、
そ
の
身
分
を
取
得
し
た
後
、
直
ち
に
、
司
法
研
修
所
長
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
様
式
に
従
っ
て
身
上
に

関
す
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
転
籍
、
婚
姻
、
氏
名
の
変
更
、
扶
養
家
族
の
増
減
等
身
上
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同

椴
で
あ
る
。

第
一
條
司
法
修
習
生
は
、
司
法
研
修
所
長
よ
り
身
分
証
明
密
の
交
付
を
受
け
、
常
に
こ
れ
を
携
裕
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
身
分
証
明
雷
を
失
い
又
は
汚
損
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
再
交
付
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
司
法
修
習
生
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
。
直
ち
に
身
分
証
明
密
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
銭
遡
町
検
察
庁
又
は
弁
溌
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
は
、
前
項
に
準
じ
、
そ
の
長
に
住
所
に
関
す
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば

２
裁
判
所
公
検
察
庁
又
は
弁
護
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
身
上
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き
は
．
前
項
の
届
出
は
、
そ
の
長
を
経
て

す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
朧
司
法
研
修
所
長
は
、
司
法
修
習
生
に
前
二
條
の
各
号
に
当
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
最
高
裁
判
所
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検
事
正
及
び
弁
護
士
会
長
は
、
監
督
の
委
託
を
受
け
た
司
法
修
習
生
贋
前
二
條

の
各
号
に
当
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
司
法
研
修
所
長
を
経
て
、
こ
れ
を
最
高
裁
判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
上
に
関
す
る
届
出
）

七
、
司も

（
身
分
証
明
番
） 司
注
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
程
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０
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９

山

■
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､

箪
六
篠
司
法
修
習
生
は
、
司
法
研
修
所
、
裁
判
所
又
は
検
察
庁
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
健
康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
兼
職
等
の
許
可
申
舗
）

第
七
條
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
二
像
の
規
定
に
よ
り
最
高
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
錆
書
塞

司
法
研
修
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
‘
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
睡
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
晦
そ
の
長

を
経
て
司
法
研
修
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
篠
司
法
修
習
生
健
司
法
修
雷
生
に
関
す
る
規
則
第
二
擁
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
外
＄
司
法
研
修
所
長
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
、
修
習
に
支
蔵
萱
生
ず
る
旗
の
あ
る
挙
業
そ
の
他
の
業
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
裁
判
所
検
察
庁
又
は
弁
護
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
・
そ
の
長
を
経
て
申
請
す

る
も
の
と
す
る
。

第
五
條
司
法
修
習
生
は
、
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
一
週
間
以
上
に
わ
た
り
修
習
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
診
断
露
そ

の
他
の
証
明
番
を
添
え
て
、
司
法
研
修
所
長
に
欠
席
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
護
士

３
前
窪
の
底
出
を
受
け
１

（
旅
行
に
関
す
る
届
出
）

第
四
條
司
法
修
習
生
は
、

な
い
。
但
し
、
裁
判
所
、

前
項
の
届
出
を
受
け
た

■

２
前
項
但
番
の
届
出
を
受
け
た
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
護
士
会
の
長
は
、
こ
れ
藍
司
法
研
修
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

‐
（
欠
席
届
）

（
健
康
管
理
）

会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
嶢
そ
の
長
に
届
出
を
す
れ
ぼ
足
り
る
。

な
ら
な
い
。

検
察
庁
又
は
弁
甑
士
会
の
長
は
、
こ
れ
を
地
方
裁
判
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

●

｜

ノ

一
週
間
以
上
に
わ
た
り
旅
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
司
法
研
修
所
長
の
許
可
藍
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

検
察
庁
又
は
弁
謹
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
は
、
そ
の
長
の
許
可
を
受
け
れ
ば
足
り
る
。

I

＃
9

平
;b
■

｡へ

一
一
一

ｎ

℃

１

９

一一 一

１
４
．
■
９
６
１
４
１
‐
０
中
．
，
ｆ

１
４
，
“
守
司
Ｊ
１

‐
ｊ
、
４
０
４

？

叩
ｌ
ｌ
Ｊ
Ｄ
１
“
‐
！
＃
‐

Ｄ
ｐ
０
Ｊ
Ｉ
ｎ
ｌ

１
９



、

蕊雲霧蕊蕊蚤

。

「

●

一

陸
一
吋
睡
巌
詐
蕗
酔
い
腓
吟
泳
』
，
吐
’
１
１
１
・
罪
Ｉ
ｉ
ｉ
Ｄ
１
■
Ｉ
△
■
ｉ
ｌ
■
庁
Ｄ
１
ヶ
ａ
■
■
■
■
９
■
垂
■
■
●
《
○
・
２
幻
口
馬
剛
毎
即
、
ｒ
五
”
■
『
幸
三
●
丘
“
入
り
口
■
ｒ
一
月
功
靴
ｒ
Ｔ
い
ぷ
蔦
遁
ご
Ｊ
ｐ
讐
心
“
も
旧
●
・
ひ
ｊ
‐
冒
川
”
＆
●
財
”
膿
，

‐
“
￥
脚
毛
」
Ｐ
ｒ
唱
凪
‐
’
９
ク
マ
鳴
陶
．
。

■
口
凸
句
守

●
●

・す

Ｃ

・
一
一
ｃ

《
》
、

ﾏ･･ ● .~ ･々寺必~･･ 千 シざ･ ･ ･

誕簿綜事:鎧'津憲や Q d b ■ ｡ ､ . ｡ . 》ゴ.心 .

で｡ ‘､ ．｛・ -‘｡,､2 6 . -. . , - 奔
牟詮?。 』 . ｡ ･･･ ･ っ・し.4 -,-.1

』 為ロ ゴ、 ． ｡・ ・ ・ 八･･ づ●〒

←' ､_- ,.” フ‘ t,~ . . .:.↓ 負.シノ ･金．
ｳ ｡ r･ ･ ･ . 、 p ′ ･ ･ 令 b

滋蕊義
凸 角●ー▼

も－？f凸･ ~.．"

対●,軒4?
‘ p〒ご缶‘・・

『 ･司0．ﾏ P J
． 6 Fケ .やい
~ や■ ■

』 ~ ､- 6 七 ､ 』 ▽ F ・ P C 句､◆｡ 鳥
｡ 目 ず :

▲ C L -己｡ ザ. : 凸寺 :勺dJ p毛. b , q

軍

議琴溌。 ，

3..：
,､や‘

j9 。 ケ

｜
’

タ･ 、↓
●q T令

・ ． ・ J1で
里、今

’

’

１
１
１

そ
の
一

『

私
は
、
こ
の
度

し
ま
す
。

一q二 6

（
参
考
標
李
恐

司
法
研
修
所
長

昭
和
年
月
日

艤
籍
、
婚
姻
、
改
氏
名
、
出
生
そ
の
他
の
届
．

昭
和

ｌ
↓
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
９
９
４
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
０
‘
■
Ｐ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
０
ｌ
ｌ
６
ｌ
０
１
Ⅱ
Ｉ
ｂ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｊ
ｌ
Ｉ
４
１
ｑ
‐
口
１
０
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
ｊ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
Ⅱ
１
，
凸
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
１
１
Ｉ
４
０
Ｂ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
卜
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
９
ｌ
６
ｌ
ｌ
０
１
９
６
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
６
ｈ
Ｉ
ｊ
Ｉ
凸
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１
１
１
１
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・
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１
ｑ
＄
０
１
９
◆
１
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年
度
採
用
司
法
修
習
生
（

氏
名

殿

者

氏
名

ｆ

い
た
し
讃
し
た
の
で
戸
籍
婚
本
を
添
え
て
お
届
け
い
た

町

粗
）
（
配
属
）
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１
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ｌ
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ｌ
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Ｉ
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ｌ
０
ｌ
６
‐
０
‐
９
０
Ⅱ
Ⅱ
７
１
‐
Ｉ
Ｉ
Ｆ
４
Ｉ
守
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１
１
１
１
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殖
！
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
９
６
Ｉ
Ⅱ
７
Ⅱ
Ⅱ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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１
１
１
‐
１
，
１
１
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｌ
０
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｕ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｆ
Ⅱ
Ｉ
６
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
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そ
の
二

新旧 謹
健
こ
の
度
左
記
の
通
り
住
所
を
変
更
い
た
し
幸
じ
た
の
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

記

司
法
研
修
所
長

昭
和
年
月
日

住
所

住
所

住
所
変
更
届

錘
匂
海

昭
和

年
度
採
用
司
法
修
習
生
（

・
氏
名

殿

右 一

氏
名

組
）
（
配
塵
）

創
姻
劉
識
鶴
郵

一
一
一
一
一
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厩
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ｊ
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凸
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－－

そ
の
三

欠
席
届

昭
和
年
度
採
用
司
法
修
習
生
（
組
）
（
配
属
）

氏
名

私
は
、
こ
の
度
左
記
の
通
り
欠
席
い
た
し
た
く
も
診
断
瀞
を
添
え
て
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
病
名

二
、
期
間

三
、
連
諾
場
所

昭
和
年
月
日

司
法
研
修
所
長

１
口
０
１
０
６
Ⅱ
ｌ
ｊ
ｌ
Ｕ
凸
１
６
０
，
１
１
９

殿

右

氏
名

二

四

唾



九
、
裁
判
官
義
酬
等
暫
行
藻
則
の
一
部
産
改
正
す
る
親
則
（
篭
漿
症
熊
一
彗
蝦
趣

裁
判
官
報
酬
等
暫
行
規
則
爾
謹
一
十
二
年
鰻
衞
裁
判
所
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
別
表
）区
分
月
額

司
法
修
習
生
一
万
二
百
五
十
阿

附
則

１
こ
の
規
則
噂
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
工
月
一
日
か
ら
道
用
了
る
。

■
△
心
・

苗
■
Ｐ
’

八
、
裁
判
管
そ
侭
の
戴
判
所
薩
員
及
び
司
溝
修
習
塗
の
バ
ッ
ジ
に
関
す
る
親
驫
蕊
禦
謬
痛
轄
）

第
一
擁
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員
及
び
司
法
修
習
生
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
バ
ッ
ジ
を
つ
け
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
Ｑ
ハ
ッ
ジ
の
形
状
及
制
式
嶢
附
図
の
通
り
と
す
る
。

箒
二
條
前
傑
の
今
ハ
ッ
ジ
傭
こ
れ
を
交
付
す
る
。

２
前
條
に
掲
げ
る
者
が
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
バ
ッ
ジ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
附
図
）
“

マ
ハ
ッ
ジ
の
形
状

二
一
五



I
第
一
篠
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
国
下
委
員
会
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
司
法
修
誉
生
に
関
す
る
規
則
露
型
干
一
一
蚕
畿
高

裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）
に
定
め
る
も
の
の
外
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
條
委
員
会
は
、
委
員
長
が
．
こ
れ
を
招
集
す
る
。
．

委
員
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
鶏
理
す
る
。

第
三
膝
委
員
会
の
会
議
は
、
秘
密
と
す
る
。

第
四
條
委
負
会
は
、
過
半
散
の
委
員
が
出
講
し
鮫
ナ
陀
霞
、
含
溌
詰
胤
く
』
》
し
屈
辱
齢
・
鷺
へ
。

串
四
條
委
負
会
は
、
過
半
数
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
談
毒
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
八
條
（
司
法
官
試
補
の
地
位
）
裁
判
所
法
施
行
の
際
現
に
司
法
官
試
補
た
る
者
嶢
司
法
修
習
生
在
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
し
、

少
く
と
も
一
年
六
篇
月
間
修
習
を
し
た
後
試
験
に
合
機
し
た
と
き
は
、
同
法
第
六
十
七
傑
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
恥
司
法

稗
ｆ
昨
”
砿
画
置
心
Ｊ
Ｆ
用
如
沙
的
０
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》
ゐ
り
Ｐ
鄙
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ゴ
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一
色
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１
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１
時
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１
１
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１

１

１

’

１

４

’

１

，

，

１

句

ｉ

”

鋤

。

０

０

“

Ｐ

ｑ

・

●

＃

一
一
一
〈

２
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日
以
降
の
分
と
し
て
す
で
に
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
こ
の
親
則
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
・
内
払
と
ぶ
な

一
吋
誤
ロ

な
す
。

修
習
生
の
修
習
を
終
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
項
の
修
習
及
び
試
験
に
関
す
る
事
項
は
、
騒
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。

二
、
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
規
則
鋺
繩
霊
地
等
窄
輝
郷
趨

裁
判
所
法
施
行
前
に
し
た
司
法
官
試
補
の
修
習
嶢
最
商
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
司
法
修
習
生
の
修
習
と
み

一
。
、
裁
判
所
法
施
行
令
抜
華
鋺
擢
鑑
釜
皇
螺
睡
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４

委
員
会
の
議
事
は
、
剛
席
し
た
委
員
長
及
び
そ
の
他
の
委
員
の
過
半
数
に
よ
り
こ
れ
を
決
す
る
今
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員

長
が
、
こ
れ
を
決
す
愚
。

第
五
篠
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
覇
そ
の
職
溺
を
代
行
す
る
。

第
六
條
委
員
の
任
期
は
三
年
と
す
る
。
但
し
、
再
任
及
び
委
員
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
七
條
委
員
会
に
幹
事
一
人
を
置
く
。

幹
事
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
以
て
認
こ
れ
に
充
て
る
。

幹
事
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
庶
務
を
挙
る
。

第
八
條
委
員
会
に
審
記
五
人
を
置
く
。

磁
記
は
、
裁
判
所
事
務
官
の
中
か
ら
、
鮫
篇
裁
判
所
が
、
こ
れ
を
命
ず
る
。

番
記
は
、
委
員
長
及
び
幹
事
の
命
を
受
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。

第
九
係
こ
の
規
則
及
び
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な
率
項
は
、
委
員
会
が
こ
れ
を

定
め
る
。

二

七

L



（
目
的
）

第
一
像
司
法
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
叉
は
弁
護
士
と
な

ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
議
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
右
す

』
屯

一

舶

叩一
必
岬
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
属
家
試
験
と

一
す
る
。

一

や

１

，

シ

Ｒ

ず

・

２

裁

判

所

法

層

和

一

一

十

二

年

法

律

第

五

十

九

量

錐

六

十

六
像
の
試
験
は
、
と
の
法
律
庭
上
り
行
う
。

一
宇
守
一
寸
率
壼

一

凸

町

、

■

（
司
法
試
験
の
種
類
）

一
Ｊ
キ
ー
伸
君

第
二
侭
司
法
試
験
を
分
け
て
、
錐
一
数
試
験
及
び
第
二
孜
試

一
一
●
『
』

一

》

験

と

す

る

。

（
鋪
一
吹
賦
験
）

瀧
三
擁
邦
一
次
試
駿
は
、
溌
二
恢
試
験
を
受
け
る
た
め
棺
当

つ
己
宇

な
歎
淡
と
一
段
的
学
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ

と
を
も
っ
て
そ
の
目
的
と
し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
大
学
卒
業
程
度
に
お
い
て

▲
一

一
般
歓
養
科
目
に
つ
い
て
雑
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

．
（
錐
一
法
試
験
の
免
除
）

》
ロ
》
い
み
、
△
甲
マ
ー
Ｐ
↑
．
今

－5 4－少今一一

鮮
眠
儲
僻
匪
厭
１
８
僻
８
酢
１
１
１
腓
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
降
側
Ⅱ
伽
，
峨
郡

一
二
、
司
法
試
験
法

鋺
和
蜂
罐
藷
三
畦
填
睡

改
正
二
七
法
二
六
八

第
潤
條
左
の
各
号
の
一
Ｋ
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
第
一

撰
試
駁
を
免
除
す
る
。

一
学
校
獣
育
法
に
定
め
る
大
学
に
お
い
て
学
士
の
称
号
を

得
る
の
に
必
要
な
一
般
数
蕊
科
目
の
学
習
を
終
っ
た
者

二
旧
高
等
学
校
令
突
正
七
年
勅
令
節
三
百
八
十
九
号
）

に
よ
る
高
等
学
校
商
等
科
極
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令

第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
予
科
叉
は
旧
専
門
学
校

令
（
明
治
一
一
千
六
年
勅
令
錐
六
十
一
号
）
渡
よ
る
専
門
学

校
を
卒
業
し
、
叉
は
修
了
し
た
者

三
旧
商
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）
に
よ
る

商
等
試
験
（
以
下
高
等
試
験
と
略
称
す
る
。
）
予
怖
試
験
に

合
格
し
た
者
叉
は
そ
の
免
除
を
受
け
て
い
た
老

閥
前
三
号
に
醸
当
す
る
者
の
外
心
司
法
賦
験
管
理
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三
号
腱
該
当
す
る
者
と
同

等
以
上
の
教
養
と
．
・
一
般
的
学
力
を
有
す
る
と
窪
め
ら
れ
た

者

２
露
一
決
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
ば
、
’
て
の
後
譲
一

（
参
考
）

上
ｈ
Ｈ
９
６
０
０
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｈ
今
戸

’
一

ー

八

ｈ
ｂ
ト
ム
巳
‐
６
４
口
Ｆ
Ｐ
Ｐ

I

■

口

Ｐ

ら

Ⅱ

Ｏ

ｈ

０



＝

策
五
擁
第
二
次
試
験
増
裁
判
官
、
検
察
官
叉
は
弁
鍵
士
と

な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
挙
縦
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有

す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
も
２
Ｌ
そ
の
目
的
と

し
、
第
六
條
に
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
鑛
記
及
び
口
述
の
方

法
に
よ
り
行
う
。

２
策
二
次
試
験
は
、
第
一
吹
議
験
に
合
機
し
た
者
叉
は
錐
四

像
の
規
定
江
よ
り
雄
一
吹
試
験
を
免
除
せ
ら
れ
た
者
に
限

り
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
愚
。

（
第
二
茨
試
験
の
賦
駿
科
目
）

第
六
條
策
記
試
駿
は
、
左
の
七
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
避
法

二
民
法

三
刑
法

四
民
事
鮮
訟
法

五
刑
事
解
訟
法

・
一
ハ
左
の
科
目
の
う
ち
受
験
者
？
参
ら
・
か
じ
め
選
択
す
る
一

科
目
商
法

次
試

（
第
一

験
を
免
除
す
る
。

一
恢
試
鼬
）

第
二
次
試
験
は
、

。

■

行
政
法

七
左
の
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一

科
目
硫
嘩
法
｝
（
前
号
で
受
駁
考
か
選
択
し
な
か
っ
た
も
の
）

破
溌
法

労
働
法

詞
際
私
法

荊
事
政
策

２
口
通
試
験
は
、
維
記
賦
験
に
合
椿
し
た
巻
に
つ
き
穆
憲
法
曾

民
法
、
刑
法
翻
民
事
訴
訟
法
及
び
刑
頚
騨
訟
法
の
五
科
目
に

つ
い
て
行
う
。

３
鉦
記
試
験
に
合
桁
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
に
よ
り
蕊

淡
回
の
司
法
賦
醗
の
蛾
記
賦
験
を
免
除
す
る
。

（
司
法
試
職
の
施
行
）

簸
七
條
司
法
試
験
は
、
毎
年
一
回
以
上
行
う
も
の
と
し
、
そ

の
甥
日
及
び
場
所
は
、
あ
ら
か
と
め
、
官
藷
を
も
っ
て
公
告

す
る
。

（
合
格
者
の
決
定
方
法
）

第
八
條
司
法
試
臓
の
合
梧
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合

二
九

’

ﾛ



’
4

〆=

身． ”ロー一色pFア"ー今やﾛ戸一一一.一戸一一●一つ･寺｡ ←一一与一→一一一一 " . ｡▲戸ヴ ロ ョ 町

, ｡ ､ 心~ F P－･今PD L h ･nlP和 ﾞ ． ．， ¥ ■ ． ．
1〆

中､

幻
▲〆

！

溌
に
よ
っ
て
定
め
る
。

（
合
格
証
番
）

・
露
九
蜂
司
法
賦
職
の
各
試
験
に
合
格
し
た
者
に
減
、
そ
お
ぞ

錘
当
該
賦
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授
与
す

守
（
》
。

（
不
正
受
験
者
）

第
十
峰
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
司
法
試
験
を
受
け
、
著
し
く

陵
受
け
よ
う
と
し
た
者
莚
紘
こ
の
法
律
若
し
く
は
司
法
試
験

捺
蕊
委
員
会
規
則
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
試
験

を
停
止
し
、
叉
は
合
椎
の
決
定
造
取
り
消
す
こ
と
が
で
§

》
。
。

（
受
験
手
数
料
）

第
十
一
像
第
一
按
試
験
趣
受
け
よ
う
と
す
る
者
縦
、
二
百
岡
、

第
二
吹
賦
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
五
百
囚
を
受
験
手

数
料
と
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
額
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
受
験
手
欺
料
蹴
、
司
法
試

織
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
蛎
還
し
な
賂
・

〈
司
法
拭
験
管
理
委
員
会
）
・

蕊
十
二
擁
司
法
試
駿
に
関
す
る
事
項
を
管
褒
さ
せ
る
た
め
、

法
務
大
臣
の
所
轄
の
下
に
司
法
試
験
管
理
萎
員
会
を
掻
く
。

Ｉ

３

４
弁
謹
士
た
る
委
員
に
対
す
る
報
酬
ば
、
法
務
大
臣
が
、
大

蔵
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
。

（
委
員
長
）

第
十
四
億
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
紅
基
き
、
法
務
大
臣
が

催
命
す
る
。

２
委
員
長
は
、
司
法
賦
駿
管
理
審
貝
会
の
会
務
を
総
理
し
、

司
法
試
駿
管
理
委
員
会
を
代
喪
す
る
。

３
委
員
今
一
鳶
、
壷
ら
・
か
じ
ぬ
委
員
必
う
ち
・
か
ら
、
霧
員
畏

に
散
瞳
の
あ
る
鰐
合
に
委
員
長
を
代
理
す
る
者
を
定
め
て
お

か
た
け
勲
艤
な
ら
な
鬼

（
司
法
試
験
考
識
委
闘
）

３
弁
謹
士
た
る
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ

（
委
員
）

第
十
三
像
司
法
識
験
管
謹
委
員
会
は
、
委
興
三
人
弁
一
も
っ
て

組
識
す
る
。

２
委
員
の
ぅ
傘
塗
二
人
は
、
法
鰯
事
務
吹
官
及
び
鏡
高
裁
判
所

諜
務
総
長
を
も
っ
て
充
て
、
他
の
委
員
の
一
人
は
魁
法
務
大

臣
が
弁
繊
士
の
う
ち
か
ら
弁
誕
士
会
の
推
薦
に
基
営
任
命
す

な
い
。

る
。

Ｌ
■
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一
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員
全
の
推
聴
腿
基
き
、
試
駁
ご
と
に
任
命
す
る
司
法
賦
験
考

奈
婆
員
が
行
う
。

２
司
法
試
験
考
査
委
員
の
数
嬉
試
験
科
目
一
科
目
に
つ
き

四
人
を
越
え
て
城
な
ら
な
い

３
司
法
試
験
考
交
委
員
に
対
す
る
報
酬
は
‘
法
務
大
臣
が
大

蔵
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
。

（
委
員
会
の
庶
務
）

第
十
六
綴
司
法
試
職
管
理
委
員
会
の
庶
務
砿
、
法
務
大
臣
官

房
に
お
い
て
つ
か
さ
ど
る
。

（
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
）

第
十
七
條
司
法
試
験
管
理
鬚
員
会
は
、
司
法
試
峨
の
施
衝
畔

必
要
な
細
則
そ
の
他
そ
の
職
務
界
一
行
う
た
め
に
必
婆
な
騏
項

に
つ
い
て
、
司
法
試
験
祷
理
審
員
会
規
則
を
制
定
・
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
司
法
試
駁
管
理
委
員
会
規
則
は
、
官
報
を
あ
っ
て
公
布
す

夛
（
鯉
。

第
十
五
像
司
法
試
験
は
、
法
務
大
臣
が
、
司

附
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
必
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
中
に
限
り
、
錐
一
溌
試
駁
は
、
旧
高
等
識

■
■
■
訂
“
■
ｈ

ｌ

４
１

法
試
駁
管
理
委

が
で
・
き
る
ｃ

３
昭
和
二
十
三
年
に
行
わ
れ
た
高
等
試
験
司
法
科
験
職
の
筆

記
識
駁
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
願
に
よ
り
、
こ

の
法
律
に
よ
り
縦
初
に
行
わ
・
響
令
司
法
試
駿
の
筆
記
試
験
を

免
除
す
る
。

４
商
等
試
蹴
の
行
政
科
試
験
忙
合
鵜
し
た
者
（
昭
和
十
六
年

勅
令
鐸
一
号
附
則
第
二
頚
の
蕊
定
に
よ
り
行
政
科
の
本
試
駁

に
合
格
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
で
司
法
試
験
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
謬
錐
六
樵
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
篭
法
並
び
に
民
法
及
び
刑
法
の
う
ち
一
科
目
＄
民

事
訴
松
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
う
ち
一
科
目
忙
つ
些
Ｌ
祇
験

を
行
聴
そ
の
他
の
科
目
に
つ
い
て
の
試
験
を
免
除
す
る
。

５
滴
等
試
職
司
法
科
試
駁
に
合
格
し
た
者
は
心
こ
の
法
律
漣

よ
る
司
法
試
験
に
合
裕
じ
た
者
と
み
な
す
。

験
令
に
よ
る
高
等
議
駿
予
備
試
雛
の
例
に
従
２
Ｌ
行
う
こ
と

●
Ｑ
ｐ
Ｕ
ｏ
■

↓I

一
一
一
一

〕



１
弾
欝
賜
止
め

２
禁
治
産
者
又

３
破
産
者
で
復

三
、
選
考
の
日
時
心

１
日
時
、
場
所

禁
治
産
者
又

二
、
選
考
の
欠
絡
蛎
由

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
選
考
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

二
二
、
昭
和
二
十
八
年
度
司
法
修
習
生
採
用
選
考
の
公
告
（
参
考
）

雄
間
裁
判
所
で
は
、
裁
判
所
法
第
六
十
一
〈
朧
の
規
定
に
基
き
、
司
法
修
習
生
採
用
の
た
め
の
選
考
を
、
左
記
の
定
め
に
よ
っ
て
行

う
こ
と
に
な
り
昭
和
二
十
七
牢
十
一
月
一
日
付
で
公
告
し
た
。

一
、
選
考
を
受
け
縛
る
資
格

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
司
法
研
修
所

２
選
考
の
内
容

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
嶢
選
考
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
筒
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
量
に
よ
る
高
等
試
験
司
法
科
試
験
に
合
絡
し
た
者

２
司
法
試
験
法
耐
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
に
よ
る
司
法
試
験
第
二
決
試
験
に
合
格
し
た
者

３
司
法
官
試
補
及
び
弁
謹
士
試
補
た
る
資
格
の
特
例
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
年
法
律
第
二
十
八
量
に
定
め
る
錘
衡
委
員
会

の
錐
衡
を
経
た
も
の

申

選
考
侭
口
述
試
験
、
身
体
検
査
お
よ
び
身
上
調
査
と
す
る
。

は
準
禁
治
産
者

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

場
所
お
よ
び
内
容

記

（
東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
地
）
．
で
行
う
。

▲
■
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■
■
■
■
■
■
Ｂ
日
日
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０
０
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Ｕ
８
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０
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■
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Ｇ
Ｕマ
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一
一
一
一
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０
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合
１
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↑
り
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舎
７
‐
４

－

1
4

Ｑ０９

４ｂ

卜

ｒ

ｏ
ｏ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

．
１
０
Ｐ
■
９
６
６



一 打
電
垂
勺
垣
『
竃
●
毎
Ｒ
ｕ
・
呵
抱
『
咽
。
ｆ
刈
○
守
寺
９
６
７
４
‐
１
句
ａ
１
０
１
口
０
９
ィ
●
１

Ｐ
△
Ｂ
ｙ
Ｃ

司
滋
研
修
所
に
北
い
て
は
研
究
、
修
麺
風
修
整
報
に
必
要
な
図
鋤
資
料
を
収
染
し
、
本
館
図
謀
議
及
び
小
石
川
分
籠
図
番
窒
に
磐

備
し
て
、
研
究
員
、
研
修
負
、
司
法
修
習
生
、
教
官
そ
の
他
職
員
の
利
用
に
供
し
て
い
る
。

㈹
蔵
番
の
概
況
司
法
に
関
す
る
理
論
及
び
実
務
の
研
究
に
関
す
為
図
密
資
料
を
鋭
意
収
集
す
為
と
共
に
、
法
曹
と
し
て
の
人

格
識
見
向
上
の
た
め
の
商
艇
の
数
蕊
図
桝
の
収
蔵
に
つ
と
め
、
現
在
蔵
黙
総
数
約
二
万
七
千
八
百
冊
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
和
漢
幾
一

万
九
千
五
百
冊
、
洋
辮
八
千
三
百
冊
で
あ
り
、
そ
の
外
に
最
商
裁
判
所
事
務
総
局
及
び
当
研
修
所
刊
行
の
各
菰
資
料
藍
始
め
、
司
法

に
関
係
あ
る
各
種
官
庁
賛
料
並
び
に
各
法
律
雑
誌
そ
の
他
の
定
期
刊
行
物
が
あ
あ
。

和
漢
番
一
万
九
千
五
百
冊
の
分
類
別
図
瀞
数
は
概
略
次
の
通
り
で
あ
る
。

五
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
以
後
に
お
い
て
在
学
す
る
者
は
、
採
用
し
た
い
。

備
考
申
込
の
方
法
そ
の
他
手
続
の
詳
緬
に
つ
い
て
は
、
二
十
田
切
手
」

先
に
照
会
の
こ
と
。

二
十
田
切
手
を

四
、
申
込
の
方

１
申
込
先

申
込
の
方

２
申
込
受
付
期
間

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
二
間
ま
で

法
お
よ
び
申
込
鴇
受
付
期
間

妓
識
裁
判
所
甑
務
総
局
人
事
局
任
用
課
試
験
係
（
東
京
都
千
代
田
区
露
ケ
脚
一
の
二

第
四
司
法
研
修
所
図
書
室

郷
ｉ
圏

は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
申
込

Ｐ
９
１
Ｌ
～

4 1

漁
オ

一
一
一
一
一
一

1
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０
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も
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、
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ｆ
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日
日
ワ
ー

ｖ
９
ｌ
９
１
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ｆ
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戸

《
〃

雑
誌
は
、
園
内
各
一

十
種
を
鮪
え
て
い
る
．

園
内
各
大

洋
識
八
千
三
百
冊
は
そ
の
殆
ど
大
部
分
が
法
律
関
係
図
響
で
あ
っ
て
、

法
律
関
係
図
喪
で
あ
っ
て
、

’ 図譜:数園諾別

1,177冊英
一
独
一
・
偶 学

法
学
部
の
機
関
誌
を
始
め
誇
名
な
法
律
雑
麓
四
十
三
菰
を
収
集
す
る
外
、
綜
合
雑
誌
そ
の
他
一
般
雑
誌
三

6,865冊

209冊
一一一

49冊その他
一

計

一

8,300冊

そ
の
国
語
別
冊
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
独
逸
譜
の
う
ち
に
は
、
最
後
の
大
審
院
長
故
細
際
長
良
博
士
の
所
蔵
洋
霞
一
切

を
譲
受
け
た
緬
野
文
庫
約
四
千
五
百
冊
が
あ
る
。
従
来
独
逸
法
に
関
す
る
図
宙
の
収
集

が
多
か
っ
た
が
昨
年
は
英
米
法
関
係
新
刊
洋
番
の
収
築
に
つ
と
め
、
ｑ
昌
冨
包
聾
鼻
＄

。
。
全
の
諺
回
国
ｏ
冨
蔚
厚
ｇ
ぐ
。
房
雲
。
。
尾
勺
匡
切
旨
司
一
の
叩
の
。
二
ゴ
ロ
匡
昌
ゞ
観
ぐ
ｇ
⑩
●
轡
乏
◎
吋
・
⑩

趣
コ
ユ
で
一
司
鍾
の
⑦
”
ロ
今
司
く
巳
⑱
．
尋
凄
日
③
『
一
句
画
。
］
宮
聴
一
⑩
や
『
匡
昼
①
ヨ
同
鯨
『
切
唾
ぐ
具
切
．
ｐ
己
揖
⑬
恩
。
ｍ

ご
昌
冨
邑
騨
鼻
隠
普
胃
の
目
①
。
目
鼻
再
ｇ
ｏ
『
扇
扇
ぐ
。
冒
等
を
始
め
と
し
著
名
な

｜ 計 ’ I、

1

1三

四
０
●
■
■
■
、
■
■
ｒ
日
日
■
■
■
Ｕ
Ｄ
ｇ
写
■
＆
■
Ｅ
ｅ
Ｉ
Ｏ
０
ｏ
ト
■
口
０
０
０
ｊ
８
０
ｐ
ｑ
Ｄ
０
８
ｒ
ｔ
０
９
０
■
日
Ｕ
ｔ
Ｕ
Ｄ
１
ｂ
』
Ｄ
Ｂ
合
Ｏ
Ｌ
１
１
ｄ
６
０
心

I
I

４

Ｊ

ｇ

Ｐ

ｌ

０１４

、
け
０
口
、
■
守
り
ｑ
も

分類別 値1番数

法 律 11,000冊

総記(嘗瀞I{) ],500冊

哲学、心理学、倫
理学、宗教

1,000冊

歴史、地理 ･500冊

政治、経添、統計、
社会､教育その他

2,500冊．

自然科学 2”冊

工学、工業 50冊

羅 薬
一一一一一一一 － 可一一一■垂一一

芸 術

100冊

400冊

鰭 学 250冊

文 学 2,0㈹冊



蕊
本
的
図
蓄
四
百
三
十
冊
を
収
蔵
し
た
。

国
カ
ー
ド
目
録
及
び
閲
篭
室
閲
覧
用
カ
ー
ド
目
録
は
和
漢
密
と
洋
霧
の
各
別
に
、
壗
類
目
録
鰯
著
者
名
目
録
、
審
名
目
録
の

三
種
を
設
け
、
著
者
名
目
鋸
は
全
体
の
蔵
霧
を
そ
の
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
編
旗
し
著
者
名
に
よ
っ
て
図
霧
を
検
索
す
る

に
備
え
、
識
名
目
鐘
は
書
名
の
ア
ル
Ｚ
尋
．
ベ
ッ
ト
順
に
縄
成
し
て
雷
名
に
よ
っ
て
検
索
寺
る
場
合
に
使
用
し
、
分
類
目
鐸
は
全
蔵
譜

な
一
定
の
体
系
に
分
類
し
そ
の
挿
類
体
系
順
に
編
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
或
る
項
目
に
関
す
る
図
譜
を
一
括
嬢
索
す
る
に
便
で
あ

る
。
当
図
譜
室
の
分
類
法
は
和
漢
鴇
は
日
本
十
進
分
類
法
改
訂
版
に
よ
り
、
洋
稽
は
法
律
関
係
図
書
は
国
別
に
十
進
式
を
と
り
入
れ

て
展
開
し
た
独
特
の
分
類
法
に
よ
り
、
法
律
関
係
以
外
紘
己
の
阜
爵
望
己
の
。
冒
昌
ｇ
勝
⑩
昌
伶
昌
自
ゞ
侭
昏
且
．
に
よ
っ
て
い
る
。

閲
覧
室
は
、
専
用
の
閲
覧
室
が
ま
だ
な
い
の
で
、
脅
駆
の
一
部
（
法
令
集
判
例
集
室
）
を
閲
覧
室
に
当
て
る
と
共
に
自
習
室
二
室

閲
覧
室
は
、
専
用
の
閲
覧

㈲
閲
覧
及
び
貸
出
研
究
員
、
研
修
負
、
司
法
修
習
生
、
教
官
そ
の
他
職
員
は
当
図
襟
室
所
蔵
の
図
誘
鐵
料
を
、
閲
蹟
室
に
於

て
閲
覧
す
る
こ
と
は
勿
論
所
外
に
帯
出
借
覧
す
る
』
」
と
が
出
来
る
（
但
し
、
法
令
集
、
判
例
集
は
滞
出
捷
出
を
し
な
じ
。
帯
間
貸
出

は
一
時
に
図
灘
五
冊
以
内
期
聞
十
日
以
内
、
雑
誌
三
冊
以
内
期
間
五
日
以
内
（
但
し
、
新
刊
雑
誌
ほ
こ
日
以
内
）
の
規
準
を
設
け
て

あ
る
が
、
規
則
に
こ
だ
わ
っ
て
研
究
を
妨
げ
る
よ
う
な
扱
い
は
し
な
い
。
瀧
律
図
譜
は
同
一
図
惑
を
同
時
に
多
人
数
か
ら
貸
出
申
込

が
あ
る
の
で
、
法
律
図
譜
の
複
本
を
多
く
傭
え
て
い
る
こ
と
は
他
に
類
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

当
図
番
室
の
利
用
者
に
対
し
て
は
図
書
帯
出
証
を
発
行
し
て
い
る
か
ら
、
利
用
者
は
こ
の
総
出
証
と
共
に
鋪
付
の
函
需
諸
求
票
に

希
望
図
醤
を
糟
い
て
貸
出
係
員
に
示
せ
ば
係
員
が
迅
速
に
図
審
塞
検
索
す
あ
。
当
図
書
室
に
お
い
て
ば
、
利
用
者
に
成
る
べ
く
手
数

の
か
か
ら
な
い
方
法
に
よ
っ
て
閲
覧
貸
出
が
出
来
る
よ
う
に
つ
と
め
て
い
る
。

を
閲
覧
霊
兼
用
に
し
て
い
る
。

第
五
司
法
研
修
所
小
石
川
分
室
侭

〆苛

蝿

、

I

△
凸
、
即
酵
畔
稗

1

７

》
ひ
魁
〆
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■

の
医
療
撲
関
は
五
十
四
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。

五
、
裁
判
所
共
済
組
合
が
特
に
契
約
し
て
い
る
診
療
所
は
別
表
㈲
の
通
り
で
あ

一
、
司
法
修
習
生
は
，
採
用
発
令
の
日
か
ら
裁
判
所
共
済
組
合
の
組
合
員
た
る
資
格
を
取
得
し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定

に
基
く
寂
扱
を
う
け
別
表
㈲
の
各
種
給
付
を
受
け
る
賛
格
を
坂
得
す
る
。

二
、
裁
判
所
共
済
組
合
員
は
、
裁
判
所
共
渋
組
合
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
俸
を
基
準
と
し
て
毎
月
掛
金
を
徴
収
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
司
法
修
習
生
は
、
長
期
掛
金
と
し
て
本
俸
の
千
分
の
四
十
、
短
期
掛
金
と
し
て
千
分
２
一
千
六
の
一
読
を
夫
合
俸

給
よ
り
笠
除
さ
れ
る
。

（
長
期
掛
金
は
退
職
給
付
、
短
期
掛
金
は
そ
の
他
の
給
付
の
た
め
に
控
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
）

三
、
組
合
員
本
人
が
組
合
員
証
荏
使
用
し
て
診
療
を
受
け
る
と
き
は
、
診
療
費
は
全
額
国
庫
負
担
で
あ
り
、
扶
養
家
族
の
場
合
は
半

額
は
組
合
員
の
負
担
と
な
る
。

四
、
初
診
料
は
、
法
曹
会
診
療
所
等
裁
判
所
共
済
紐
合
が
特
に
契
約
し
た
保
建
診
察
所
を
利
用
す
る
場
合
は
無
料
で
あ
り
、
そ
の
他

司
法
修
習
生
噌
研
修
員
及
び
研
究
員
の
寄
宿
、
自
習
の
場
所
と
し
て
小
石
川
分
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

所
在
地
東
京
都
文
京
区
指
ヶ
谷
町
七
七
番
地
（
別
掲
案
内
図
参
照
）

寮
室
一
四
八
室
（
六
畳
和
室
、
定
員
二
名
）

設
備
図
嘗
室
、
娯
楽
室
、
集
会
室
、
食
堂
、
売
店
、
浴
場
等

食
饗
一
日
三
食
一
二
○
円
程
度

第
六
共
済
組
合

IL

I
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る
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ニ
ー
ハ



－－
ー

~
や －

唾
専

表琵一付粭合組済共 別
衷
㈲

－

組

合

貝
－

←

lll･IJ

I



I
柊ｌ

‐
ｈ

至
り 『

や

＝早
口

公
。 ダ

ニ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
０
↓
６
ｑ
ａ
７
４
９
０
■
ｑ
■
■
ｌ
ｊ
■
■
■
。
■
■
■
可
１
４
凸
■
■
■
・
８
■
■
凸
■
■
Ｆ
Ｐ
凸
Ｄ
７
．
０
‐
８
０
９
９
４
Ｊ
；
■
Ｄ
Ｐ
▲
ｐ
ｆ
↑
ａ
ｑ
１

Ｑ
ｏ
５
■
ｑ
１
口
Ｂ
ｒ
０
■
■
Ｉ
Ｕ
Ｉ
ｏ
ｑ
Ｉ
寺

◇

６
ｄ
Ｌ
Ｊ
ｊ
８
９
ｏ
ｊ

Ｉ

剣

。

Ｌ

０

４

ｊ

り

，

ｑ

Ｃ

０

↑

１

‐

０

。

別
表
骨

裁
判
所
共
済
組
合
の
特
に
契
約
し
た
保
健
診
鍵
所

一
、
法
曹
令
診
譲
所
東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関

診
療
科
目

東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関

内
科
外
科

耳
鼻
科

，
眼
科

産
婦
人
科

度
閤
科

三
、
読
売
診
療
所

内
科
外
科

耳
鼻
科

眼
科
歯
科

二
豆
霞
ヶ
関
診
療
所

診
療
科
目

・
可
一
０
９
，
●

診
療
科
目

科
東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
の
二
一
一
電
話
丸
の
内
露
）
○
五
五
一
番

東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関
人
事
院
ピ
ル
電
話
霞
ヶ
関
龍
）
○
八
○
九
番

一
の
一
電
話
霞
ヶ
關
轟
）
○
七
一
三
番

１
日
ｌ
ｆ

９
１
別
Ｔ
ｐ
ｐ
ワ
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Ｉ
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ｌ
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１
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０
９
６
６
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０
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０

Ｊ
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ｂ
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１
４
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１
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第
一
條
本
会
は
、
全
斯
会
と
称
す
る
。

第
二
擁
本
会
は
、
本
部
巷
司
法
研
修
所
内
に
置
く
。

第
三
膝
本
会
は
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
ろ
こ
と
詮
目
的
と
す
る
。

司
法
修
習
生
修
了
者
を
通
常
会
員
と
し
、
司
法
修
習
生
左
準
会
員
と
し
、
現
旧
識
官
等
琴
名
誉
会
員
と
す
る
同
窓
会
が
、
全
斯
会

と
い
う
名
称
で
結
成
さ
れ
て
い
る
。

澗
科

四
、
歯
科
診
鑛
所
最
高
裁
判
所
内
（
地
下
）

第
七
全
期
会

外
科

皮
澗
、
泌
尿
器
科

レ
ン
ト
ゲ
ン
科

眼
科

耳
鼻
咽
喉
科

会
則

』

可
蛋
口
伺
Ｍ
Ｍ
９
１
Ｉ

〃
。
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ｄ
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会
計
委
員
は
戸
毎
年
一
回
会
計
報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
條
本
部
委
員
会
は
、
司
法
研
修
所
事
務
局
職
員
に
本
会
の
辨
務
を
委
瞬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
條
本
会
則
の
改
砺
は
、
本
部
委
員
の
過
半
数
の
賛
成
で
本
部
委
員
会
が
こ
れ
を
発
誰
し
、
全
会
員
に
提
案
し
て
そ
の
過
半

数
の
承
認
藍
経
な
け
れ
ば
厳
ら
な
い
。

本
部
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
諺

第
九
條
本
部
委
員
中
に
会
計
委
員
若
干
名
を
騒
ぐ
。

第
六
際
本
会
は
、
支
部
巻
掻
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
條
本
会
建
名
簿
、
会
報
の
発
行
そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
聯
業
を
行
少
恐

第
八
係
通
常
会
員
は
、
会
讃
と
し
て
修
習
終
了
の
際
一
定
金
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
部
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
健
臨
時
会
費
藍
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
擁
本
部
に
本
部
委
員
若
干
名
溌
撮
く
。

第
四
燦
本
会
は
、
通
勝
会
員
、
準
会
員
及
び
名
誉
会
員
で
組
謡
す
る
。

司
法
修
習
生
終
了
者
を
通
輪
会
員
と
し
、
司
法
修
習
生
を
準
会
員
と
す
る
。

司
法
研
修
所
長
、
教
官
又
は
事
務
局
長
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
も
の
を
名
誉
会
員
と
す
る
。

本
部
委
員
は
、
各
期
か
ら
同
数
を
選
出
す
る
。

本
部
委
員
は
、
本
部
委
員
会
を
櫛
成
し
本
会
の
常
務
を
掌
蕊
す
る
。
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